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ブラジルの労働・社会保障改革

──国家コーポラティズムの呪縛──

上 谷　直 克

はじめに

　１９９０年代半ば以降のラテンアメリカ諸国は，民営化，金融市場や貿易の自

由化といった第１段階のネオ・リベラル諸改革を経た後の，「第２段階の改革」

の時代にあるといわれている（���������	�
���［１９９９］，����［１９９５］）。ブラ

ジルにおいても同じく，１９９４年に「レアル・プラン（������������）」と冠する

本格的な経済安定化政策が実施され，それが成功したことから，同年代後半

の第１期カルドーゾ政権（１９９５�１９９９）の頃から，年金・税制・労働など「第

２段階の改革」として知られる一連の構造改革の必要性が唱えられるように

なった。

　２００３年１月に就任したルーラ大統領も同じく，政権発足当初から，年金制

度・税制・労働法制・農地制度などさまざまな分野での改革の必要性を強調

し，第２期目を迎えた２００７年の現在でもその基本的な方向性は堅持されてい

る。とくに，第１期目が始まってまもなく着手された公的年金制度改革と税

制改革については，左派政権という強みと議会における巧みな多数派形成が

功を奏し，歴代政権において非常に困難とみなされていた領域に踏み込んだ

という意味で一定の評価に値すると目された（浜口・近田［２００４��３４�３５］，������

［２００６］）。とはいえ，前者の公的年金制度改革については，依然として高い水



準の財政赤字を抱え（１），また，民間労働者の受給開始年齢等について内容の

不十分さが指摘されていることもあり，２００７年２月には「社会保障について

の国民フォーラム」が設置され，早くも「第２次公的年金制度改革」論議が

始まろうとしている（���������	
���������０４�０１�２００７）。しかし，これらの改革

の進展度合いに比して，本稿の主題である労働法制改革に関しては，積極的

にこれに取り組んだカルドーゾ政権以降，現在のルーラ政権まで，非常に漸

進的かつ紆余曲折したプロセスをたどっており，その明確な到達点や期待さ

れる効果について依然として不透明なままである。

　そこで本稿の目的は，近年のブラジルにおける雇用関係の変容および労働・

社会保障制度（２）改革の実態を把握することにある。

　まず第１節において，本稿の議論で参考とする「労働改革の政治」論や

「国家コーポラティズム」論について触れる。そして第２節および第３節では，

第１期カルドーゾ政権以降に着手されてきた労働法制改革を「個別的」なも

のと「集団的」なものとに分け，それぞれの改革の進展状況を概観した上で，前

者についてはその一連の改革が労働市場の動向に対してもつインプリケー

ションを探る。続く第４節では雇用問題と密接に関連したいくつかの社会保

障制度の改革状況について言及し，最終節において，第１節でみる分析枠組

みや概念を使用しつつ，ブラジルにおける労働・社会保障改革の足取りをた

どる。

第１節　労働法制改革についての政治学的研究

　１．労働法制改革の政治学

　上記のとおり，１９９０年代半ば以降，ラテンアメリカ諸国で「第２段階の改

革」が着手され，その具体的な方策や効果が徐々に明らかになるにしたがっ

て，学問的関心もこれらの改革へと少しずつシフトしてきている。たとえば，
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これらの改革のなかでも「年金改革」については，ラテンアメリカにおける

ネオ・リベラル改革を対象としたさまざまな政治研究において重要な位置を

占めるようになっており，個別事例研究だけでなく，近年では質の高い域内

比較研究も多数生み出されている（��������［１９９８］，���［１９９９］，������［２００３�］

［２００３�］，メサ＝ラーゴ［２００４］）。

　しかしながら，本稿の主題である労働法制改革については，この争点が非

常に可視的かつ具体的で，それをめぐって激しい闘争や動員が繰り広げられ

るという意味できわめて「政治的」であるにもかかわらず（���������	
��������

［１９７９��９７１］），これについて論じた，依拠すべきオーソドックスな先行研究を

挙げることはそれほど容易ではない（����［２００２��１］）。それは，そもそも当

地域全般において，ネオ・リベラリズムの論理に沿った抜本的かつ実効性の

ある労働法制改革がなされた例がそれほど多くなく（������������	

�［２００２��

７］），そのため，この種の改革についての政治学的分析も，記述的・規範的・

政策提言的な研究やテクニカルな経済学的分析の多さに比べて，ごくわずか

しか存在しないからである。

　しかし，このようにオーソドックスな文献や研究の蓄積が非常に乏しいと

はいえ，ごく最近になって，労働法制改革の政治学的分析に向けて，一定の

手がかりを与えてくれるような研究が，少しずつだが出てきてはいる。たと

えば，ブロンステイン（����������	��
���
）は，アルゼンチン，コロンビア，

チリ，パナマ，ペルーなどにおいて１９８０年代から１９９０年代半ばまでに実施さ

れた労働法制改革を，ネオ・リベラル型，国家保護主義型，両者の混合型と

３タイプに分け，それぞれの改革のプロセスと改革の特徴を記した（���������

［１９９７］）。また，クック（����������		
）は，アルゼンチン，ブラジル，そし

てチリでみられた労働法制改革の内容やプロセスの違いを，民主主義への移

行（＝民主化）と市場経済への移行（＝市場経済化）という２つの移行の順序

によって規定される「労働組合の政治的影響力」の程度の差に見出した。す

なわち，アルゼンチンやブラジルなど民主化が市場経済化に先行した国では，

民主化プロセスのなかで労働運動が政治的影響力を獲得すると同時に「労働
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権」も拡張されたため，その後，市場経済化の一環として労働法制改革が着

手された際に，このような法的保護を盾として，労働組合が既得権を防御す

ることができた。一方，チリのように，市場経済化が民主化に先行した国で

は，民主化の時点ですでに労働運動が政治的影響力をそがれていたために，

その後の労働法制改革の段階では劣勢に立たされることとなり，労働者の権

利の拡張（またはその保持）が限定的なものとなったのである（����［２００２］）。

さらに，マドリ（����������	
�	）の研究では，貿易の自由化や税制および財

政改革といった改革と比較した場合，労働法制改革や年金改革のもつインパ

クトや「しわ寄せ」は，いわゆる労働者層に集約的に現われやすく，それゆ

え労働組合から頑強な抵抗がみられるとの視点から（表１），アルゼンチンと

メキシコそれぞれの国での年金改革と労働法制改革の政治プロセスの違いが

論じられた（������［２００３�］）。

　これらの政治学的な研究のなかでも，とりわけ，ムリージョ（���������

�������）らによる「ラテンアメリカ労働改革の政治」という分析枠組みは，

比較政治学的な手法にのっとって，労働法制改革についての興味深い仮説を

いくつか提示しており，本稿での格好の出発点となりうる。そこで，以下で

少しばかりくわしく，彼女の議論を紹介しておくこととする（�������［２００５］，

���������	
�����	�［２００５］）。

　ムリージョによれば，ラテンアメリカでもネオ・リベラリズムがひとつの
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表１　どのような改革に対して労働組織は抵抗するのか？

（出所）Madrid［2003a］, Fig.Ⅰ

改革の厳し

さの程度

影響を受ける労働組合と組合員の数

多数

高

低

少数

＜頑なな抵抗＞

労働法制改革

年金改革

＜一部からの抵抗＞

国有企業の民営化

貿易の自由化

＜最小限の抵抗＞

全般的な税制改革

全般的な財政改革

＜最小限の抵抗＞

セクター別の税制改革

セクター別の財政改革



有効な処方箋として認知され，各国のマクロ経済政策がますます収斂傾向を

みせているにもかかわらず，その一方で，党派的政策形成（���������

��������	�
�）という政治的慣例は消え去るどころか，むしろ強まっている国

さえあるという。とくに，マクロ経済が安定性を欠き，政治的不確実性が高

まった場合，社会において確固たる支持基盤を確保しておきたい政権（与党）

は，自らの伝統的な支持集団に対してのみ「しわ寄せ」のくる政策について

は，ことのほか党派的に対応し，その支持を繋ぎ止めることで，重要な政治

局面を乗り越えようと腐心する。なかでも，このような党派的な政策形成が

もっとも顕著に現れる領域のひとつが「労働組合と連携した政党（���������	
��

�����，以下���）」と労働組合との関係性を如実に反映する，労働法制をめぐ

る政策領域なのである。

　そこでまず彼女は労働法制を，個々の労働者にかかわる「個別的労働法制」

と，とくに労働組合の組織や活動を規制することとなる「集団的労働法制」

とに区別する。そして，概して現在のラテンアメリカでは前者についての改

革が，経済的規制緩和という地域的趨勢に準じて緩和（����������）される方

向で進んでいると認めたうえで，それでもなお国によっては，これら両者の

改革がそのような趨勢に反して規制強化（��������）または親労組的（������

��������）な方向で改定される場合さえあると指摘し，それをひとつの謎だと

する。そしてこのような謎を解く鍵として彼女が着目するのが，各国におけ

る「政治的不確実性」と上記の「党派的結びつき」という変数の組み合わせ

なのである（表２）。

　すなわち，労働規制緩和へのグローバルな圧力が強まり，世界中で労働運

動の劣勢が叫ばれているにもかかわらず（������［２００５］），個別的労働法制の

規制強化や，親組合的な集団的労働法制改革が実施されている事例が存在す

るのは，政治的不確実性に直面する与党の���が，労組からの確実な支持を

取りつけるべく，その意に沿ったかたちで党派的に改革を進めるからなので

ある。そしてこのような２つの変数を駆使しつつ，アルゼンチン，べネズエ

ラそしてチリにおける近年の労働法制改革をめぐる謎が，彼女によって解き
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明かされるのである（表３，表４）。

　確かに，このようなムリージョの議論については，そもそも事例選定の基

準や，���や政治的不確実性といった独立変数の操作化について若干の問題

点が指摘できるかもしれない。しかし，まず労働法制改革を個別的なものと

集団的なものとに区別した上で，両者の改革の進度の差を，政治的不確実性

の下での���と労働組合との結びつきや，それらの戦略的相互作用に見出す

という分析の視点については，とりわけ民主化以降における労働運動の政治

的プレゼンスを考慮すると，ブラジルの例を解明する際にも有益だと思われ

る。
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表２　ムリージョの「ラテンアメリカ労働改革の政治」の分析枠組み

（出所）Murillo［2005］の議論をもとに筆者が作成。

党派的連携

あり

あり

なし

なし

規制強化（regulatory） 規制緩和（deregulatory）

規制緩和（deregulatory） 規制緩和（deregulatory）

政
治
的
不
確
実
性

表３　ムリージョの枠組みによる個別的労働法制改革の実際     

（出所）Murillo［2005］，Murillo and Schrank［2005］の議論をもとに筆者が加筆･作成。

党派的連携

あり

あり

なし

なし

規制強化（regulatory）
エイルウィン（1990-1994）／ペレス

（1989-1993）／第２期メネム（1995-

2000）／ラゴス（2000-2005）など

規制緩和（deregulatory）
第２期フジモリ（1995-2000）など

規制緩和（deregulatory）
第１期メネム（1989-1995）／

フレイ（1995-2000）など

規制緩和（deregulatory）
第１期フジモリ（1990-1995）／ボルハ

（1988-1992）／アルス（1995-1999）／

第２期カルドーゾ（1994-1998）／

第２期カルドーゾ（1998-2003）など

政
治
的
不
確
実
性



　２．「国家コーポラティズム」論

　しかし，ここで新制度論が席巻して以後の現代政治学での議論をかんがみ

ると，ブラジルにおける労働法制改革や社会保障制度改革についてみていく

に際しては，ムリージョ的な「政治アクター間の戦略的相互作用」という観

点だけでなく，それらのアクターが活動する制度的バックグラウンドとして

の「コーポラティズム」（３）についても言及しておかねばならない。なぜなら，

このコーポラティズムという制度的メカニズムこそが，ムリージョが���の

連携相手と想定する労働組合や中央労組といった組織のあり方や資源，また

そのほかの集団（とくに国家諸機関や経営者団体）との関係を形作るのであ

り，そして，このようなメカニズムやその構成要素（社会集団）をフォーマ

ルに規定するものこそ，各国のさまざまな労働法制だからである。

　そもそも１９７０年代初頭にラテンアメリカ政治研究において「コーポラティ

ズム」という現象が注目を集めだした当時，それは「国家によって一元的か
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表４　ムリージョの枠組みによる集団的労働法制改革の実際

（出所）Murillo［2005］，Murillo and Schrank［2005］の議論をもとに筆者が加筆･作成。

党派的連携

あり

あり

なし

なし

親労組的（union‐friendly）

エイルウィン（1990）／エイルウィン

（1994）／ペレス（1990）／第２期メネム

（1998）／ラゴス（2001）など

＜失敗例＞

フレイ（1999）／第１期ルーラ

（2003-2006）

反労組的（union‐averse）

反労組的（union‐averse）

第１期メネム （1995）など

反労組的（union‐averse）

第２期フジモリ（1995-2000）など

＜失敗例＞

第１期カルドーゾ（1994-1998）／

第１期カルドーゾ（1998-2003）

政
治
的
不
確
実
性



つ階統的に構造化されたひとつの利益集団政治のパターン」としてか，もし

くはより広く，ラテンアメリカ政治を特徴づける「政治文化（＝国家主義）」

または「イデオロギー的な伝統（＝国家有機体説）」として理解された。しか

し，文化や伝統を強調する後者のアプローチにおいて，コーポラティズムと

いう概念が「ラテンアメリカの政治文化の基礎」としてあまりにも汎用的に

使用されたがゆえに，それが比較分析や因果分析には適さないとして非難さ

れる一方で，国家と社会集団との関係に注目したアプローチがコーポラティ

ズム論の主流となっていく。

　このようにイベリアおよびラテンアメリカの政治において着目されたコー

ポラティズムという現象を，政治的プルーラリズムとは異なった「利益集団

政治のひとつの形」として普遍化し，主に欧米諸国で展開されてきた比較政

治学の領域に蘇生させたのがシュミッター（����������	�
�����）であった。彼

は先進民主主義国におけるコーポラティズムを「社会コーポラティズム」と

呼び，ラテン諸国を含む開発途上国の「国家コーポラティズム」と対比させ

ることで，民主主義体制下におけるコーポラティズムの可能性と意義を喚起

し，いわばコーポラティズムという政治現象にポジティブな意味を付与した

のである。その後，この社会コーポラティズムをめぐる議論は，それまでの

コーポラティズムをめぐる議論と一線を画すべく「ネオ・コーポラティズム

論」へと呼びかえられ，そこでは，コーポラティズムという概念がもつ多義

性を払拭すべく，概念の精緻化やその数値指標化が目指されただけでなく，

このような指標とマクロ経済パフォーマンスとの相関性についての計量的な

国際比較分析もなされるようになった。

　こうして欧米諸国におけるコーポラティズムを対象としたネオ・コーポラ

ティズム論が旧来のコーポラティズム論から分岐し，独自に発展を遂げる一

方で，その原産地ともいうべきイベリア・ラテンアメリカやそのほかの開発

途上国でのコーポラティズム（＝国家コーポラティズム）の実践や経験は，ネ

オ・コーポラティズム論にほとんど摂取されることはなかった。それは，そ

もそも国家コーポラティズムというメカニズムは，開発途上国に特有のもの
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であり，また，１９７０年代の「権威主義体制の全盛期」という時代的背景もあっ

て，概してそれは権威主義体制の補足装置もしくは「代替物」だとみなされ

たからであった。そして，開発途上諸国におけるコーポラティズム論での

コーポラティズムは，ネオ・コーポラティズム論でのそれとは異なり，ひと

つの政治分析概念としてそれほど精緻化されることもなく，また，その程度

と政治経済的帰結とを関連させるような議論もほとんどなされてこなかった。

つまり，このような経緯から，多くの開発途上国において権威主義支配が終

焉したとされる現在でも，なかば「国家コーポラティズム」という概念のみ

が中途半端な形で残存することとなったのである。

　しかし，このような学問的趨勢のなかで，コリアー（���������	

��）とコ

リアー（��������		�
�）の研究は，「先進国と開発途上国」や「社会コーポラ

ティズムと国家コーポラティズム」といった単純な２分法を避け，コーポラ

ティズムの通時的かつ共時的な比較を試みた稀有な存在であり，現在多くの

途上国でみられる「ポスト権威主義体制期における“コーポラティズム”」と

いう現象を捉えるのに非常に有用な視点を提供している（���������	
��������

［１９７９］）。

　まず，彼らはそれまでの議論と同様，コーポラティズムを「国家によって

認可・助成・監督されるさまざまな社会集団が織り成す，非競合的な利益代

表システム」と捉えながらも，実際このような国家と社会集団との関係はそ

の時々の政治的文脈に応じて多様であり，それゆえ社会コーポラティズムや

国家コーポラティズムといった静態的な類型は，「政治におけるギブ・アンド・

テイク」の実態を見失わせるとする。そこで彼らは，ラテンアメリカ２０ヶ国

における１９０１年から１９７５年までの労働法制の変遷を「誘引（����������	）」

と「制約（����������）」という２つの変数（９つの操作化指標から構成される）

にもとづいて時系列的に測ることで，各国のコーポラティズムの軌跡を動態

的に描き出した。そして，そこで再確認されたのは，�シュミッター以後，２

項対立的に理解されてきた社会コーポラティズムと国家コーポラティズムと

いう政治的実践は，むしろ「連続体」として捉えられるべきであるというこ
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と，またこれに関連して，�これら２つの概念はさまざまな文脈において生

じうるため，それらを民主主義体制や権威主義体制といった政治体制の類型

と画一的に対応させるべきではないということ，さらに，�社会コーポラティ

ズムと国家コーポラティズムとを画する重要な相違は，そもそも「誘引と制

約」を介したコーポラティズム的な関係において，後者では国家から社会集

団への「懐柔と統制」という側面が強まり，しかもそれが高度に制度化（法

制化）されている点であるということであった。

　そこで，彼らの知見を参考にしつつ本稿では，コーポラティズムの実践

（政策の策定や執行）の側面よりもその構造の側面を重視し，「国家から社会集

団への制度・法制化された“懐柔と統制”のメカニズム」をもって「国家コー

ポラティズム」と呼ぶ。

第２節　「労働の柔軟化」と個別的労働法制改革

　１．個別的労働法制改革

　ブラジルにおいて労働者の権利，労使関係および労働市場を形成する法規

制の基礎は，１９４３年に制定された統合労働法（���������	
���������������������，

以下���（４））と，１９８８年憲法である。とくに前者は，労働者の個人的／集団

的諸権利，労働組合組織，団体交渉，労働裁判所の設置などといった多様な

権利や組織の枠組みだけでなく，詳細な労働条件までをも国家が規定してい

る点できわめて特徴的である（表５）。

　この���や１９８８年憲法を中心としたブラジルの労働法制をめぐる問題，と

くに本稿の主題である，それらの改革や「柔軟化」の試みをみていくにあたっ

ては，これまで世界のさまざまな国や地域での経験をもとに展開されてきた

議論を参考として，いくつかの観点から捉えることができるだろう。たとえ

ば，レジーニによれば，そもそも「労働の柔軟化」として言及されるものに
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（出所）筆者作成。

表５　ブラジルにおける主要労働法制とその変遷

名称または政権名 目的 個別的労働法制 集団的労働法制

統合労働法

（ C L T ：
1943年）

家父長主義

的・権威主

義的な国家

が，労働者

を保護（懐

柔）する一

方で，労働

運動を規制

し，統制さ

れた労使協

調を実現

１日８時間・１週48時間/超過勤務50％上

乗せ/夜間勤務20%上乗せ/クリスマス・

ボーナス/PIS-PASEP運用益の配当/年次
有給休暇（30日）/週１日（日曜日）の有給休

暇/正当な理由のない解雇への賠償（勤続

１年につき，給与１ヶ月分・勤続10年以

上で賠償額は２倍）＋年次有給分の給与＋

ボーナス＋FGTS積立額の10%/勤続年数
10年以上の労働者は，法の定める特別な

理由以外は解雇の禁止/家族手当/１ヶ月

前の解雇通知および通知後１ヶ月間は１

日２時間の求職用有給休暇/労働裁判所制

度（主任務は調停，不可能な場合には「規

範的な」裁定）

労働雇用省の認可に

もとづいた，職種別・

地域別の独占的代表

権/組合加入・非加入

に関係なく，すべて

の労働者から一律に

年間賃金の１日分相

当の「組合税」を強

制的に徴収し，労働

雇用省が分配/経営者

側も産別・地域別に

組合を結成する義務/

労働裁判所の許可の

ないストライキは厳

罰対象

ストライキ

法（1964年）

労働組合運

動の管理･

抑制

合法的ストの範囲の

明確化/政治的理由に

よるスト禁止/国民生

活に不可欠な産業で

のストの禁止/公務員

のスト禁止

賃 金 法

（1964年）

インフレ抑

制

賃金ベース改定は，過去の物価上昇率・

今後の物価上昇率・生産性上昇率（１人当

たりのGDP上昇率）によって一律に決定

1988年憲法 民主主義国

家における

「社会権」

としての労

働者の権利

を拡充

週労働時間の削減（48時間から44時間）/

超過勤務手当の引き上げ（20%上乗せか

ら50%上乗せへ）/年１ヶ月の特別休暇に

月賃金の３分の１相当のボーナス支給/夜

間労働は通常労働の20%上乗せ/雇用主都

合により解雇した場合のFGTSの引き上げ
/労働者の企業利益への参加/婦人労働者

に対する労働禁止規定の削除/120日間の

出産休暇・妊娠が明らかになってから出

産後５ヶ月までの雇用安定　など

労働組合の結成・加

入の自由化/国家によ

る労働組合内政への

干渉の禁止/公務員を

含むストライキ権の

承認（ただしあらゆ

る場合でも，経営者

側のロック・アウト

は禁止）



は以下のような４つの種類があるという。まず，「数量的な柔軟化」は，景気

変動に対応すべく労働者を解雇したり，新たな労働者を雇う際に非典型・臨

時・不安定雇用などといった新しい雇用形態を活用したりすることを意味し

ている。また，｢職務上の柔軟化｣とは，たとえば，配置換え・多技能化・再

訓練・異動などによって，新しい技術や人的資源の活用法に適応できるよう，

手持ちの労働力を再編成することを指す。さらに，労働協約や法的規制に完

全に依拠するのでなく，労働市場の動向や競争条件の変化に対応したかたち

で賃金水準や賃金体系を変更することは「賃金の柔軟化」であり，また，景

気または季節的な需要の変動に沿って雇用人員数を調整したり雇用安定度の

異なる労働者を活用したりするのではなく，１日・１週・１年当たりの労働時

間を変化させることで必要とされる労働量を調整することを「時間的な柔軟

化」と呼ぶ（レジーニ［２０００��１６�１８］）。

　以上のような４つの柔軟化の対象となり，とくに個々の労働者の労働・雇

用条件に密接にかかわるものをムリージョは「個別的労働法制」と呼んだが，

ブラジルにおいてこの種の改革が本格的に着手されたのは第１期カルドーゾ

政権の下においてであった。そこでは，「レアル・プラン」の経済安定化効果

を少しずつ実感しはじめた国民からの厚く幅広い支持と，議会多数派を形成

する連立与党とを背景に（５），大統領令や暫定規則および省令によって数々の

個別的労働法制の柔軟化措置が漸進的に導入された（���������［１９９８］，������

������������	［２００１��１４８］，����［２００２��１７�２１］）。むろん，このような改革は既

存の労働者の権利を脅かしうるものであり，中央統一労組（��������	�
������

�����������	
，以下���）などの中央労組から反対が表明された。しかし，に

もかかわらずこれらの措置が比較的スムーズに導入されえた理由としては，

�連立与党が議会で多数派を占めていただけでなく，概して議員の間ではこ

のテーマに強い関心が示されなかったこと，�そもそもこれらの改革が，労

働組合組織や政・労・使関係といった大きな枠組みではなく，労働者個々人

にかかわるものであったこと，�与党に擦り寄ることで政治的プレゼンスの

拡大をもくろむ有力な中央労組（組合の力［��������	
����，以下��］）からの
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「無条件の支持」が得られたこと，�賃金の柔軟化以外の多くの柔軟化措置が，

労働市場の規模からすれば部分的な影響しか及ぼしえないことが予想され，

また，それらの制度の導入には「労使交渉の必要性」などの付帯条件が留保

されていたこと，などが指摘されている（�������［２０００��１２��２１�２２］，����［２００２］）。

　表６で示すとおり，ブラジルにおける個別的労働法制改革の対象やその内

容は多岐にわたるが，まず１９９０年代の半ばから比較的前進したのは「賃金の

柔軟化」であった。まず何よりもインフレをコントロールし，賃金コストを

縮減すべく，「リアル・プラン」の一環として導入された「物価スライド制賃

金の廃止（暫定規則第１０５３号／１９９４年）」により，労使交渉を経て締結された

協約に，インフレを加味した「賃金の自動調整条項」を挿入することが禁じ

られた。すなわちこれは，それまでの賃金決定プロセスでみられた労働雇用

省や労働裁判所による介入が減少することを意味し，以後，賃金交渉は経済

状況や外部労働市場の動向にもとづいて，原則的に労使間の自由交渉にゆだ

ねられることになった。

　また，同年の暫定規則第１０２９号（のちに法律第１０１０１号）により新たに導入

された「利潤と成果への参加（���）」によって，いわゆるボーナス査定のみ

ならず，生産プロセスの効率化や合理化を意図した労働環境・技術水準・労

働の質・労働時間の変更がもたらされる可能性が生じたため，それ以後の労

使交渉では，この���にのっとった取り決めが議題の中心となった（������

［２００１�］）。

　次に，この時期における「時間的柔軟化」をめぐる改革としては，最長１２０

日の間であれば１日２時間を限度として経営者が自由に労働時間を延伸（ま

たは短縮）できるという「期間フレックスタイム制（法律第９６０１号）」や，小

売業の「日曜労働の自由化（暫定規則第１８７８�６４号）」などが挙げられる。とく

にすべての労働者を対象とした前者の措置の導入によって，労使間の事前交

渉が必要とはいえ，経営者側は年間の生産サイクルにあわせて柔軟に労働時

間の投入量を調整することが可能となった。しかも，この制度では，繁忙期

に延伸された労働時間を閑散期における労働時間の短縮によって補填される
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表６　近年の個別的労働法制改革の内容

団体交渉

の必要性
政権 施行年 名称 手段 内容

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

フランコ政権

（1992-1994）

第１期カルド

ーゾ 政権

（1995-1998）

あり

あり

あり

あり

給与政策（リ

アル・プラン）

暫定規則第1053

号

「物価スライド制賃金」を廃止

することで，賃金交渉の自由を

可能にする

専門職および

サービスのた

めの協同組合

（cooperativa）

法律第8949号 特定の仕事やサービスを提供す

る「協同組合」を容認/従来の

労使関係とは異なり，CLTや協
約により確定された労働権を有

しない

国際労働機関

（ILO）第158号
条約の破棄　

大統領令第2100

号

「不当な理由による解雇の禁止」

を解除→正当な理由なき解雇の

可能性増大

期間フレック

スタイム制　

（Banco de　   
Horas）

法律第9601号お

よび暫定規則第

1709号　

各年ごとに，生産やサービスの

浮動に応じて，労働時間を調整

/期間中，労働時間縮減による

賃金削減はないが，労働時間延

伸に伴う超過手当てもなし

利潤と成果へ

の参加（PLR）
暫定規則第1029

号（2000年に法

律第10101号）

団体交渉を通じて，労働者が企

業の利潤と成果を享受できるよ

うにする

アウトソーシ

ング

労働最高裁令第

331号

雇用および協同労働の外注を優

遇する

短期労働 労働雇用省令２

号により法律第

6019号（1974年

制定）を再定式

短期労働者の雇用可能期間を３

ヶ月から半年へと延伸

零細および小

企業での契約

について

簡易法律第9517

号

税負担と社会保障負担の一本化，

および，労働契約コストの部分

的削減

最低賃金につ

いて

暫定規則第1906

号

行政府による「最低賃金修正基

準」を設定/地域別の最低ライ

ンを導入

期間労働契約

制

法律第9601号お

よび政令第2490

号（細則）

期間は最長２年まで，事前決定

/期間契約労働者の割合は企業

の従業員規模により異なる/労

働手帳を有するフォーマルな労

働者としての資格あり/解雇の

事前通告不要/社会負担金の削

減（FGTS40％上乗せなし）



ため，労働時間の延長に伴う超過手当というコストの削減も期待された。

　また，「職務上の柔軟化」については，すでに１９７０年代から，既存の労働法

制の変更というよりも，現場ベースで生産組織の変更が進められており，１９９０

年代の経済自由化によってそれが急速に普及したという側面が強い。実際，

���の下では労働者の職種変更が労使交渉の対象となり，また，その交渉主

体としての労組の成り立ちが職種に沿ったものであるために，依然として制

度上では生産組織の変更が容易だとはいいがたい。とはいえ，雇用が停滞す
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（出所）Krein [2001], [2006a], Pochman e Moretto [2002], ブラジル連邦共和国政府HP
　　　（https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/principal_ano.htm）など。    

団体交渉

の必要性
政権 施行年 名称 手段 内容

1998年

第１期カルド

ーゾ 政権

（1995-1998）

1999年

2000年

2001年

第２期カルド

ーゾ 政権

（1999-2002）

あり

あり

なし

パートタイム

契約　

暫定規則第1709

号

週25時間を越えない労働時間/

給与とそれ以外の労働権は同種

のフルタイム労働に準じる

労働契約の留

保（レイオフ）

暫定規則第1726

号

２ヶ月から５ヶ月までの労働契

約の留保/期間中，労働者の専

門能力形成のための訓練を義務

化/期間中，労使交渉により決

定された補償金（失業手当と同

額）を払う

事前調整委員

会（CCP）
法律第8959号 従業員50人以上の企業において，

事前調整委員会を設置すること

ができる/個別的解雇に対応す

る労働裁第一審として機能/労

使同数の，固定的でないメンバ

ーから構成される

公 務 員 ス ト

（参加者）の

代理労働につ

いて

暫定規則第10号 10日以上の公務員ストに際して，

３ヶ月までの短期雇用可（更新

可能）

簡潔な解雇手

続きについて

法律第9957号 個別的解雇についての非常に簡

素な手続きを規定

公務員の解雇

について

法律第9801号お

よび補足法第96

号

公務員人件費の限度額を規定/

２年間で余剰人員を解雇

日曜労働の自

由化

暫定規則

第1878-64号

1997年11月９日以降の小売業の

日曜営業を許可



るなかで労働組合も生産の自動化や組織変更を受け入れざるをえない状況に

あることには違いなく（小池［１９９９］），それゆえ今後も，これまで同様「事実

上の柔軟化」が進展する可能性は高いといえる。

　そして最後に，「数量的な柔軟化」である。ブラジルにおける数量的な柔軟

化（または外部柔軟化）をめぐる問題は，従来から「ブラジル・コスト」の問

題と関連づけて捉えられてきた（６）。それは，この社会的負担（７）によって増大

した企業の非賃金コストが，賃金そのものを過度に圧縮させるという問題だ

けでなく，このようなコストを忌避する企業の行動が，とくにフォーマル労

働の雇用機会を減らし，労働者への法的保護，労災保険，年金などの便宜を

一切享受しないインフォーマル労働を増大させていると考えられているから

である（������������	�［２００６］）。このような認識に立って，カルドーゾ政権に

よる改革の試みにおいても，懸案の「企業の社会的負担」をできるだけ軽減

できるだけでなく，景気変動時の雇用調整が容易となるようなさまざまな雇

用形態が考案された。たとえば，雇用時の社会負担の縮減や解雇時の事前通

告などを不要とした「期間労働契約制（法律第９６０１号および政令第２４９０号）」や，

同様のコスト削減を意図した「短期労働の期間延伸（労働雇用省令第２号によ

り法律第６０１９号を補足）」，さらに，労働契約の期限付きの留保を可能とするレ

イオフ制度（暫定規則第１７２６号）などが，その具体的措置として挙げられる

（�����［２００１］，［２００６�］，������������	�
����［２００１］）。そして，これらのような

社会負担の軽減と雇用機会の創出を目指すさまざまな制度と，「国際労働機構

第１５８条の破棄（大統領令第２１００号）」というかたちではあるが，解雇をめぐる

制限も解除することで，数量的な柔軟化を高める措置が講じられたのである。

　以上のように，第１期カルドーゾ政権ではさまざまな柔軟化措置が新たに

取り入れられることとなった。しかし，表６の最右列に示されているとおり，

実際に企業がこれらの制度を活用するに際しては，往々にして事前の労使交

渉が要件とされる場合が多く，このようなかたちでの労組による影響力の保

持が，ブラジルにおける個別的労働法制改革の限界を画していたともいえる。

そしてまさにこのような理由から，労働組合の影響力などに深くかかわる改
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革（集団的労働法制の改革）が，第２期カルドーゾ政権以降のブラジルにおけ

る労働法制改革の焦点となるが，このテーマについては次節でみていくこと

となる。

　２．個別的労働法制改革と労働市場パフォーマンス

　それでは，１９９０年以降，とりわけ個別的労働法制を中心に部分的かつ断続

的に進んできた改革が，実際に労働市場のパフォーマンスに対してどの程度

のインパクトをもちえたのであろうか。本来ならば，上記のように多様な柔

軟化措置のそれぞれについて，それがもたらした経済効果や雇用の変動を客

観的な指標によって示すことが望ましいが，現時点においてはそれぞれの措

置の部分的な帰結を（なかば印象論的に）記述すること以外，非常に困難であ

る。確かに，賃金の柔軟化の一環としての「物価スライド制賃金の廃止」に

より，インフレの阻止という目標については一定の効果が認められるであろ

うし，その社会的な「功罪」はここでは度外視するにせよ，近年の公式労働

者内の所得格差の拡大は，���交渉の広まりに伴う賃金構造の柔軟化のひと

つの帰結と解することもできるだろう（������［２００１���２０２］）。また，「期間

フレックスタイム制」も，実際（制度運用が開始された）１９９８年以降の不況の

影響から，２００１年までの４年間に同措置を含んだ１２９６件の協定（４０万人以上

の労働者を対象）が結ばれ，多くの企業による同制度導入の要望が高まってい

ることから（８），時間的柔軟化が今後さらに進む可能性はある。さらに，これ

ら以外の多くの柔軟化措置の導入が，各企業レベルでの労使交渉による事前

決定を要件としていたため，このような労使交渉の分散化が，後述する法制

度上の柔軟化ではなく，労使関係の事実上の柔軟化をもたらしたともいえる。

　しかし，その一方で，たとえば，社会負担の縮減や「数量的な柔軟化」な

どの諸政策について時系列分析を行ったクレイン（���������	
��）のように，

１９９０年代以降の柔軟化政策は，実際には非常にわずかしか活用されず，大幅

な雇用変動を引き起こすには至らなかった（�����［２００６���４６］）」と断言する
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研究者も存在し，これまでの改革の成果をそれほど評価しない論者が少なく

ないのも事実である（９）。また，このような否定的な見解に関しては，一連の

労働法制改革を経た後の，国際労働市場におけるブラジルの労働市場につい

ての評価からも伺える。たとえば，世界銀行が発行する��������	��
		����

によれば（図１），少なくとも先進諸国（����諸国）やラテンアメリカ諸国

の平均値と比較して，２００６年現在においても，依然としてブラジルの契約の

難易度・労働時間の硬直度・解雇の難易度はきわめて高く，給与に占める契

約のコストの割合も比較的高いことがみてとれる（��������	
［２００６］）。

　このように，個別的労働法制改革の功罪についてはさまざまな評価が下し

うるとはいえ，やはり厳密にいえば，一連の労働法制の柔軟化措置と，雇用

や投資そして企業の競争力の増減といった，労働の規制緩和と労働市場パ

フォーマンスとの相関性や因果性については，依然，誰もが納得しうる解答

が存在しない（������������	

�［２００２］）。したがって，ここではいくつかの経

済指標の変動を概観することで，これらの諸政策の成否をおおまかに確認し

ておくとする。　

　まず，失業率の変動についてみると，１６歳から５９歳の労働力人口の比率が
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ブラジル
ラテンアメリカ諸国（平均）
OECD諸国（平均）

図１　労働市場の硬直性（ブラジル，ラテンアメリカ諸国，OECD諸国）

（出所）World Bank [2006]
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１９９５年から２００３年にかけて７３�２�から７４�９�とほとんど変化していないにもか

かわらず，失業率（表７）はおおむね５�台から１０�台前半へと大幅に増加し

ている（����［２００５］）。とりわけ，大都市部における失業率の増加が著しく，同

時期（１９９５�２００３）の平均値が７�から１３�９�を示す一方で，大都市以外の地域

では５�から８�２�と変化の割合は比較的少ない。大都市部でとくに失業率が

上昇したのは，サルバドール，レシフェ，リオデジャネイロ，サンパウロで

あり，とりわけ後者の２都市は際立っている。少なくともこれは１９９０年代に

顕在化した，先発工業地域での雇用の減少と後発地域でのその増加という現

象が（小池［１９９９］），現時点でも依然として続いていることを示唆していると

いえるだろう。

　また，このような失業率の増加を，年齢や教育レベルといった側面から捉

えると（表８，表９），年齢構成でいうと若年層，教育レベルでいうと中等教

育レベル修了者における失業率の高さが顕著である。以下でも言及するとお

り，近年のブラジルの労働市場においては安定した正規雇用が減少し，不安

定な非典型雇用が失業者を吸収する機能の一部を果たしているが，このよう

な雇用状況により，上記のカテゴリーに属する若年層の人々は，「労働者とし

ての人生」の人口にあるにもかかわらず，キャリア形成や技能向上の機会が

大きく損なわれており，その一方で，いわゆる単純労働と比較してますます

増加する「知識労働」を得る機会をもてないという切迫した状況に置かれて

いる。

　そして，このような失業問題と密接に関連しているのが，インフォーマル

労働の問題である。そもそもブラジルにおける労働契約は，使用者が「労働・

社会保障手帳（����）」に雇用の日付，労働の種類，賃金，支払い方式，職
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（出所）Pesquisa Mensal de Emprego, IBGE（http://www.ibge.gov.br/）. なお，2002年の途中から
IBGEの統計方法が変更された。

表７　ブラジルの完全失業率（10歳以上・６大都市圏）

1995 

4.6

1997 

5.7

1998 

7.6

1999 

7.6

2000 

7.1

2001 

6.2

2002 

7.2

2002 

11.7

2003 

12.3

2004 

11.5

2005

9.8

2006

10.1

（％）

1996 

5.4



務など記入のうえ署名することで成立し，この手帳が有給休暇，ボーナス，

����（勤続期間保証基金）などの一切の労働法制上の権利や，あらゆる社会
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（出所）　Pesquisa Mensal de Emprego, IBGE（http://www.ibge.gov.br/）. なお，2002年にIBGE
の統計方法が変更された。

表８　1990年代以降の年齢別失業率の変遷（15歳以上・６大都市圏）

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

15－17

11.7 

14.1 

12.4 

12.0 

10.9 

13.1 

13.1 

18.3 

17.9 

16.9 

13.4 

16.9 

38.2 

33.2 

34.8 

33.2 

1.3 

1.8 

1.9 

1.6 

1.6 

1.9 

2.3 

3.3 

3.5 

3.1 

2.9 

3.1 

9.2 

11.0 

10.4 

9.7 

9.2 

10.5 

10.9 

14.0 

14.5 

14.0 

12.5 

14.5 

23.4 

21.7 

20.0 

21.2 

18－24

5.5 

6.8 

6.2 

6.2 

5.4 

6.2 

6.7 

8.7 

8.4 

8.1 

7.2 

8.0 

25－29

3.6 

4.2 

4.0 

3.8 

3.6 

4.3 

4.5 

6.1 

6.0 

5.6 

5.1 

5.8 

9.4 

8.3 

7.6 

7.7 

30－39

2.2 

2.7 

2.6 

2.5 

2.1 

2.8 

3.0 

4.3 

4.5 

4.3 

3.6 

4.5 

40－49 50－59

0.9 

1.3 

1.0 

0.9 

1.3 

1.3 

1.2 

2.4 

2.6 

1.8 

1.9 

1.9 

4.9 

4.3 

3.9 

3.8 

60－64

0.6 

1.0 

0.8 

0.8 

0.9 

1.2 

1.2 

1.3 

1.9 

1.8 

1.1 

1.7 

65≦

（％）

（出所）Pesquisa Mensal de Emprego, IBGE（http://www.ibge.gov.br/）.   

（注）1）ただし１月から11月までの平均値。   

表９　教育年数による失業率

2002

2003

2004

2005

20061）

８年未満

12.2

12.2

10.5

8.9

9.0

15.4

16.6

15.8

13.4

13.9

８－10年

9.6

10.7

10.4

9.1

9.4

11年以上

（％）



保障（失業保険，労働災害保険，公的年金）の唯一の根拠となる。したがって，

ブラジルにおけるインフォーマルセクターには，一般的に，この労働手帳に

記入がないか，またはそれをもたない被雇用者（���������	
	��
��������

��������）と自営労働者（�����������	
����������������）が含まれることにな

るが，ほかのラテンアメリカ諸国と同様，労働市場に占めるそれらの割合は

１９９０年代を通じて非常に高いレベルであった。図２が示すとおり，全就業者

に対する割合でみると，１９９０年代初頭から２０００年にかけて一貫して正規雇用

の割合が減少してきたのに反して，インフォーマル労働，なかでも，労働手

帳に記入のない労働者の割合は増加し続けていた。なお，２００３年の中頃から，

政府系調査研究機関����（ブラジル地理統計院）の統計手法が大きく変更され

たため，２００３年以降の数値とそれ以前の数値とを単純に比較することは不可

能であるが，２００３年から若干，インフォーマル労働の増加率は鈍化している

ものの，それでも１０年前と比べて高止まりしていることがみてとれる。この
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ことは，ブラジル経済が雇用創出の潜在力をもち，実際，ここ数年で回復傾

向を示しているにもかかわらず，失業問題を相殺するほどの雇用吸収力を発

揮しておらず，また，新たに雇用が創出されたとしても，それが往々にして

質の低い不安定雇用であることを示しているといえるであろう。

　以上のように，第１期カルドーゾ政権以降これまで漸進的に進められてき

た改革が，雇用の増大による失業問題の解決やインフォーマル雇用の減少な

どをターゲットとしていたにもかかわらず，現在のブラジル労働市場におい

ては，失業率の上昇とインフォーマル労働の増大が，雇用をめぐる主要な問

題であり続けているということなのである。

第３節　集団的労働法制改革　

　１．国家コーポラティズムの盛衰

　個別的労働法制の改革とは異なった，労働法制改革をめぐるもうひとつの

論点は，組合組織や団体交渉，集団的争議（ストライキ）といった，主に「組

合（���������）」や政・労・使関係を規定するさまざまな法規，つまりムリー

ジョのいう「集団的労働法制」についてである（１０）。しかし，ブラジルの場合，

このような集団的労働法制が従来の国家コーポラティズム構造を強力に規定

してきたがゆえに，その改革のインパクトは，労働組合や経営者組合だけに

とどまらず，労働行政に携わる官僚，裁判官，政党や個々の政治家といった

さまざまなアクターにまで及びうる。そこで集団的労働法制改革の実際をみ

ていくに先立って，もう少し詳細にブラジルの国家コーポラティズムという

政治構造について言及しておくこととしよう。

　第１節でみたとおり，社会コーポラティズムとの対比における国家コーポ

ラティズムの特徴は，そもそも「誘引と制約」を介して成立するコーポラティ

ズム的な関係において，国家から社会集団への「懐柔と統制」という特徴が
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さらに強まり，しかもそれが高度に制度化（法制化）されている点であった。

実際，ブラジルの国家と，労働および経営者組合との関係は，すでに言及し

た���によって厳密に規定されつつ，位階制的に「国家からの庇護」と「各

階級集団からの恭順」とが交換されるかたちで成立していた（��������	

［１９９０］）。そして，そのような関係は，�国家により承認された組合（＝以下，

「公式の組合」）だけに許された排他的な代表権（����������	�������）（１１），�企業

単位（または事業所単位）の組合結成の禁止，および業種，または産業横断的

な頂上団体結成の禁止，�国家に承認された組合にのみ分配される「組合税

（���������	
���������）（１２）」，�温情主義的に労働法制を策定・実施することで，

労働者や組合との間にパターナリステックな関係を築く労働雇用省，および

����を厳格に遵守させ，労使紛争に際しては規範的な裁定権を有する労働

裁判所という５つの柱から構成されていた（��������	�
�����［２００４��２２２�２２３］）。

とりわけ，労働組合の指導者らは，上記の�，�，�の柱によって，団体交

渉に際して職種別かつ地域別に編成された労働者を独占的に代表し，国家以

外の組織（たとえば中央労組）からのいかなる統制も受けず，しかも，すべて

の労働者から徴収・配分される組合税の使途について大幅な裁量を有すると

いった特権を享受することとなった。また，労働組合ほどではないにせよ，

経営者組合も組合税からの配分やシステム�（１３）といった資源や便宜を国家か

ら与えられており，国家コーポラティズム構造の重要な受益層の一部を構成

していた。

　このような国家コーポラティズム的な装置は，閉鎖的な経済を前提とした

輸入代替工業化（���）政策を国家が推進していくに際して，さまざまな資源

や便益で社会集団を懐柔し，政治経済システムへと編入・統制するのにきわ

めて有効に機能し，急速な経済発展に向けて大きな役割を果たした。

　しかし，１９８０年代半ばから顕著となった政治的・経済的自由化という潮流

が，徐々に国家コーポラティズム構造の存在基盤を脅かしはじめることにな

る。

　まず，政治的自由化そして民主化という動きが，権威主義体制から民主主
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義体制への転換に止まらず，地方分権化の推進や「市民社会」の驚異的な拡

張というかたちで進行し，元来集権的な性格の強い国家コーポラティズム構

造の原理との軋轢を引き起こすこととなった。とりわけ，従来のコーポラ

ティズム的な構造とは離れたところから生じ，それを糾弾することで存在感

を誇示しはじめた���，��や労働総同盟（���������	
�����������������������，

以下���）といった「新しい組合主義」運動は，アンチ国家コーポラティズ

ムの牽引力となっただけでなく，それ以外の多様な社会運動体とともに，政

治体制全般にかかわる広範な民主化運動を推進した。このようにして一躍時

代の牽引力となったこれらの新興の中央労組（�����������	�
�����）は，１９８８

年憲法の制定にともなう労働権の拡充プロセスのなかで加盟組合を増大させ

るとともに，労働者党（��）やブラジル社会民主党（����）といったいわゆ

る左翼政党と連携することで政治的影響力をさらに高めた（�������［２０００］）。

そして，従来の国家コーポラティズムの枠内にある「公式の組合」をも含め

た，労働組織の多元的な並存状態と合従連衡が，１９９０年代以降のブラジルに

おける労働政治を特徴づけることとなるのである（表１０）。

　またその一方で，経済的側面においては，経済的自由化によって国際経済

への編入が進み，生産プロセスの転換や労働コストの削減による効率的経済

運営や国際的競争力の向上こそが至上命題となると，従来の国家介入主義的

で位階制的な国家コーポラティズム構造が，これらの目的を達成する上で阻

害要因とみなされるようになった。そしてこのような経済転換に伴った急速

な経済社会構造の変動，とくに，１９８０年代以降さらに加速度を増したイン

フォーマル労働者の増大が，「組織されたフォーマル労働者」というコーポラ

ティズム成立の大前提を脅かすこととなったのである（表１１）。

　２．集団的労働法制改革の進展と「国家コーポラティズムの呪縛」

　以上のような文脈において，ブラジルにおける集団的労働法制の改革はど

のように進められてきたのであろうか。結論を先取りすれば，その実効性は
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ともかく，第２節でみた個別的労働法制改革の進展度と比較すると，少なく

とも現時点では，���や１９８８年憲法に依拠する旧来の集団的労働法制，いい

かえれば，国家コーポラティズム的な法制度に実質的な改革はもたらされて

いないということになる。

　そこで，近年の集団的労働法制改革の進展状況を概観すると，以下の通り

である。

　まず，１９９０年代初頭のコロル政権（１９９０�１９９２）の下では労働組合の管理方

法や事業所レベルへの団体交渉の分権化が唱えられ，また，第１期カルドー

ゾ政権においても，組合税の廃止（法律提案第３００３号／１９９７年）や業種別・地

域別の組合の再編成（憲法修正提案第６２３号／１９９８年）を意図した，１９８８年憲法

第７条･第８条の修正についての議論が持ち上がった。しかし，両政権とも

���という最大中央労組との協力関係をもっていなかったために，これを中
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（出所）IBGE [2003] および各中央労組のHP。      

表10　ブラジルの中央労組の概況

中央統一労組（CUT）

労働総同盟（CGT）

フォルサ・シンジカル（FS）

労働者自治センター（CAT）

社会民主労組（SDS）

その他のセンター

非加盟労組

産業別構成

1,087

191

699

40

217

9

2,916

労働者

66

3

5

8

1

0

405

自由業 農業

1,273

36

92

11

39

3

2,458

公務員

392

7

39

27

28

5

1,209

16

1

4

0

4

1

62

その他
名称

1983年

1986年

1991年

1995年

1997年

結成年

2,000万人

867万人

820万人

36万人

1,100万人

14万人

2,700万人

組合員

数

2,834

238

839

86

289

18

7,050

加盟組

合数

（出所）Cardoso [2002: 291]（Table 1）   

表11　労働組合組織率の変遷（18歳以上の公式就業者）

公式就業者人口（1,000人）

組合加盟人口（1,000人）

組織率（%）

1988

34,279

7,521

21.9

1992

34,778

7,837

22.5

1993

35,696

7,932

22.2

1995

37,061

8,020

21.6

1996

37,739

7,935

21.0

1997

38,261

7,931

20.7

1998

38,588

7,747

20.1

1999

39,529

7,798

20.1

2001

44,085

8,496

19.3



心とした各種労働組合（「公式の組合」を含む）からの猛烈な反対にあい，ま

た議会でも��などの野党から支持を得られなかったため，結局，これらの提

案が議会を通過し，政策として実施されることはなかった（����［１９９９］，������

������������	［２００１］）。

　また，第２期カルドーゾ政権下の２００２年１２月には，統合労働法第６１８条を改

正し，非公式に実施されている労働慣行や，労使間交渉により決定された労

働条件を，統合労働法に規定された内容よりも優越させるとする改正案（法

律提案第５４８３号）が，���や���などの反対を押し切って連邦下院を通過し，

連邦上院での審議・可決を待つ段階まで進んだ（����［２００３］）。しかし，その

直後の２００３年に政権交代が生じた際に，このような柔軟化は統合労働法にお

ける労働者の既得権を容易に無効にする可能性があり，また，労働組合の代

表構造を含めたより徹底した議論が必要だとのルーラ新大統領からの要請に

従って，上院での継続審議は打ち切られ，結局，廃案となった（�����［２００６���

２］）。

　第１期目（２００３�２００６）のルーラ大統領も，就任してまもなく，有給休暇・

１ヶ月分のボーナス・妊娠休暇・４４時間労働・����などといった労働者の

既得権を除いた，���内の明らかに時代錯誤な約１００個の条項を削除し，これ

らの条項に関連した新規定については労使交渉に委ねるとする「���の掃除」

を提唱した（���������	
���������２２�０４�２００３）。しかし，それがどのような内容

のものであれ，既存の���の改革に着手することへの各方面（の既得権者）か

らの反抗が根強かったため，その後「���の掃除」をめぐる具体的な議論の

進展はみられなかった（１４）。

　とはいえ，２００４年頃からふたたび経済・社会的規制緩和の必要性が声高に

叫ばれるようになったことから，新たに大統領の諮問機関であり政労使代表

により構成される「労働に関する国民フォーラム（��������	
�������

��������）」を中心として，従来の姿勢からさらに踏み込んだ集団的労働法制

の改正論議が展開された。そして，この諮問機関による答申を受けて，２００５

年の３月にようやく議会（の労働委員会）に提出されたのが「労働組合につい
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ての改革案（憲法修正提案３６９号）」であった（���������	
���������１６�０３�２００５）。

この案は，�業種別・地域別の独占的組合（���������������	�
）の廃止，�労

働組合と経営者組合それぞれの中央組織に担われるべき役割の明確化，�事

業所レベルにおける労働者の組織化，�「組合税」など強制的な負担金の廃

止に伴う，新たな「交渉負担金（���������	
���������）」の創設，�（専従の）

労組指導者の制限，�既存の労働法制における「労使交渉による決定事項」

の位置づけ，�労使紛争時における労働雇用省や労働裁判所の役割，そして

�ストライキをめぐる諸権利や手続きなど，主に１９８８年憲法の第８条，第１１

条，第３７条，第１１４条の改正を必要とし，これまで国家コーポラティズムを支

えた５つの柱に大掛かりな変更をもたらしうる内容であり，従来の政・労・

使間慣行の転換を再度試みるものであった（�����［２００６�］）。

　しかし，すでに述べたように，従来の国家コーポラティズム的な政・労・

使構造に既得権を有する勢力（とくに「公式の組合」）とそれを有しない労組

や新興中央労組との確執，���と��の二大中央労組間での認識や目論見の相

違，また，法案の審議を行う各政党・議員間における改革への温度差や，団

体交渉のさらなる分散化を望む経営者団体の思惑なども複雑に絡み合い，こ

の改正案の審議は，第１期ルーラ政権期中においては進展せず，大統領選後

の２００７年まで持ち越されることになったのである（���������	
��������０５�０９��

２００６）。

　それではなぜ，政治的･経済的な強い要請や圧力にもかかわらず，国家コー

ポラティズム構造は存続しえているのであろうか。それは主に以下のような

いくつかの要因が，既存の構造を大きく転換しうるような改革の試みを阻害

してきたからだと考えられる。

　まず，第１の要因は，半世紀以上にわたりコーポラティズム構造が生み出

してきた「既得権者」，すなわち，コーポラティズムの諸制度を通じて配分さ

れる権力や資源をコントロールし，そこから便益を得るさまざまな集団（の

指導者たち）の存在が，あまりにも広範かつ根深く社会に広がっていることが

挙げられる。このような多様な既得権者には，上でみた「公式の組合」の指
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導者が含まれることはいうまでもないが（１５），それだけにとどまらず，労働法

制の実施や労働争議の裁定という形で労使双方に影響力を行使する国家官僚

や裁判官，「公式の組合」を支持の源泉とする政党や個々の政治家，さらには，

本来，経済的効率性を最重視するがゆえに，国家からの過剰な介入を排すべ

く国家コーポラティズムの改革を支持するはずの経営者組織の指導者たちま

でもが含まれる（������［２００３］）。

　第２に，上記の要因と関連して，ブラジル社会では各種の経営者組織や労

働組合が非常に断片化した状態で，しかも多数存在しているために，国家コー

ポラティズムの改革に向けたコンセンサスの形成や動員が非常に困難だとい

うことである。すでに述べたように，従来，ブラジルの国家は，企業単位や

事業所単位での組合の結成を許さない一方で，とりわけ政治的配慮から，労

働者であれ経営者であれ，単一の強力な頂上団体によって，ナショナルなレ

ベルで階級的な運動を組織し，その利益を表出することを禁じてきた。その

代わりに，たとえば，労働者であれば自らの「職種」に従って，同一地域内

の（他企業の）同職種の労働者とともに垂直的に組織化されることとなった。

つまりこれは，あるひとつの組合が，同地域内で競合するさまざまな企業で

働く者の利益を一元的に代表し，その一方で，あるひとつの企業内に多種多

様な組合（員）が存在することを意味する。しかも，民主化以降の「組合結

成の自由化」によって，今度は国家コーポラティズム構造の外部に数々の中

央労組が乱立したことも，このような断片化に拍車をかけることとなった。

また経営者側においても同じく，個々の企業（経営者）それぞれが利己的か

つバラバラに競合するか，もしくは，経営者組合というかたちでコーポラティ

ズム構造に編入される場合でも，産業別かつ地域別に組織されるがゆえに，

相互の利害調整が非常に難しくなっているのである（���������［２００４��９３�１２７］）。

　そして第３に，国家コーポラティズムという「国家－社会関係」が，���

や１９８８年憲法といった法体系に深く埋め込まれ，あまりにも高度に制度化さ

れているために，このような関係が大きく転換されるよりも，惰性的に再生

産される傾向が強いという点である。すなわち，すでにみた政治･経済エリー
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ト層を利する排他的な既得権や分断化状況は，そもそも彼ら自身が変化を望

まない限り，変更が加えられる可能性はきわめて低く，もし万が一その契機

が生じた場合でも，議会において広範な支持（両院において５分の３以上の賛

成を各２回ずつ）を必要とする憲法修正手続きの煩雑さと多数派形成の難しさ

により，それが成就するのは至難の技となっているのである。

　すなわち，ブラジルの集団的労働法制が国家コーポラティズム構造の根幹

を成しており，その改革の負の影響が，とりわけ政治・経済エリート内の各

方面へと幅広く波及する可能性が高いがゆえに，そのような試みは容易には

達成されにくいのである。

第４節　社会保障改革――公的年金制度改革――

　１．雇用に関連した社会保障制度の現状

　前節までにみたようなブラジル内外での経済環境や労働市場のさまざまな

変化に，ブラジルの社会保障制度は，いかに対応してきたのであろうか。

　近年のブラジルの社会保障改革（論議）については，たとえば，１９９０年に

制定された「保健医療基本法」を軸とした医療保険改革や，生活保護や貧困

削減を目的とする社会扶助政策の実施などが議論の中心となっており，これ

らの改革について論じた研究は，すでに我が国でも一定の蓄積がある（高木

［２００１］，細江［２００２］，子安［２００１］，子安［２００５］）。なかでも，１９９０年代初頭に

経済的自由化に乗り出したコロル政権以降その必要性が唱導され，第１期

ルーラ政権の下でようやく一定の前進をみせた公的年金保険制度の改革（以

下，年金改革）は，経済環境の変化への適応の試みであり，本稿で論じてきた

雇用問題とも密接に関係する。しかし，ここで近年の年金改革についてみる

前に，同じく雇用問題と密接に関係する，それ以外の社会保障制度をみてお

く（１６）。

　第３章　ブラジルの労働・社会保障改革　131



　まず，雇用保障制度としては，第２節で言及した����が挙げられる。こ

の制度は１９６６年に制定されて以来たびたび改正されてきたが，解雇に際する

労働者への補償金の役割を果たすと同時に，労働者の財産形成を支援すると

いう基本理念は一貫して維持されてきた。具体的に，この基金への負担は各

従業員の月給に応じて雇用主に課され（現在８�５％），雇用主はその金額を連邦

貯蓄銀行（���������	
���������������）内の従業員名義の����専用口座に

預けることが義務づけられている。そして，もし従業員が正当な理由なく解

雇された場合，雇用主はその口座の����残高に５０％割り増した額を支払わ

ねばならない。またこの基金は，労働者による財産形成の一環であることか

ら，住宅購入時や自己都合による退職時だけでなく，企業の解消時や定年退

職などの際にも，積立金の引き出しが可能とされている（������［２００６］）。

　次に，失業保険である。１９８６年に「失業保険」（大統領令第２２８４号）として

成立し，１９９０年に「失業保険プログラム」（法律第７９９８号，第８０１９号，のちに

１９９４年の法律第８９００号で補足）として再確立されたこの制度は，正当な理由な

く解雇された失業者に対する時限的な財政支援や，求職者に対する職業訓練

の実施および職業斡旋をその目的としている。このプログラムが適用される

のは，不当解雇され，かつ�解雇前に最低６ヶ月間続けて正式に雇用されて

おり，�解雇前に最低１５ヶ月間，社会保障院（����）負担金を収めた実績が

あり，�労災もしくは遺族年金以外のいかなる社会保障制度からも受給して

おらず，�自活または家族を養うのに十分な収入がないことを証明できる，

労働者保護基金（���）への正式登録者であり（１７），解雇前の契約期間と給与

水準に応じて，３ヶ月から６ヶ月分の失業保険が支給される（１８）。また，この

保険がになう重要な機能である職業訓練については経営者団体と中央労組に

よって，そして職業紹介については公共機関と中央労組によって，それぞれ

実施されている。

　また，労災保険について，ブラジルでは「労災保険」がそれとして存在し

ているわけではなく，労働雇用省と社会保障院が労働災害についての専用法

を規定することで，これを代替している。労働災害への補償については，１９８８
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年憲法第７条「都市および農村の労働者の権利」の第２８項に「雇用主の責任

である労働災害保険」と題する規定があり，労災で負傷した時には，最初の

１ヶ月は企業が給料全額を，また，業種ごとの負担率に従って２ヶ月目から

は社会保障院が給料を補填する。

　さらに労働者扶助の一環として，���������（社会統合計画および公務員財

産形成計画）からの経済支援がある。この���������は，法人の売上高に対し

て税を課し，それを連邦貯蓄銀行に積み立てて，低所得者（最低給料の２倍ま

での給与生活者）への金銭的援助を行ったり，これを基金として運用益を足し，

労働者に分配する機能も果たしている（１９）。

　以上のような社会保障制度に関していえば，それらは概して，労働雇用省

の主導の下，１９８８年憲法の精神を実現する形で整備されてきたのであり，近

年の労働状況の急激な変化やそれにともなう｢社会的リスク｣の高まりに積極

的に対応してきたものとはいえない。確かに，失業保険に関しては，これま

でたびたび長期失業者（暫定規則第１７７９号／１９９９）やレイオフ中の労働者（暫

定規則第１７２６号／１９９８）に対する失業保険の暫定的供与，そして，フォーマル

な家内労働者（暫定規則第１９８６�２号／２０００）や漁業従事者（法律第１０７９９号／２００３）

への受給対象の拡大策が講じられてきた。しかし，失業が増大かつ長期化す

るなかでますます失業保険へのニーズが高まっているだけでなく，中央労組

からも受給期間の延長（８～１２ヶ月）が要求されてきたにもかかわらず（������

���������	
���１８�０２�２００２），これらに対応した改善は，特定の業種に限定され

た受給額の引き上げという形でしかなされていない（���������	
��������

１９�０７�２００６）。また，����は「解雇に際する労働者への補償金」という意味

では労働者保護に寄与するが，一方で，「正当な理由」を証明できさえすれば，

企業は従業員をいつでも最低限のコストで解雇できるという意味で「数量的

な柔軟化」を促し，雇用を安定させるどころか，その不安定を助長しうるの

である。
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　２．ブラジルの「年金改革」

　１９９０年代から加速化したグローバルな規模での経済転換のひとつの対応策

として，さまざまな国や地域で着手されてきた「年金改革」は，いまや比較

政治経済学の領域で最も関心の高いテーマのひとつといっても過言ではない

（新川／ボノーリ編［２００４］，西村編［２００６］）。１９９０年以降多くのラテンアメリカ

諸国においても同じく，この改革は，ネオリベラル諸政策の実施に伴った国

家財政の健全化・分担金の減額による労働コストの削減・人口構造の変化と

いった各国に共通した要請に端を発しており，いわゆる「第２世代の改革」

における最重点課題と目されてきた。実際，１９８０年代に早くも民間の年金制

度への転換という形での改革に着手したチリのケースは若干異例だとしても，

その後１９９０年代半ば頃からラテンアメリカの多くの国で，民間の年金制度と

公的なそれとをさまざまに組み合わせた「年金の構造的改革」が実施される

こととなる（���［１９９９］，������［２００３�］，������［２００３�］，メサ＝ラーゴ

［２００４］）。

　しかし，ブラジルの年金改革の特異な点は，それが，近年のラテンアメリ

カにおける年金改革論議ではやや例外的である「非構造的あるいは部分的な

改革（メサ＝ラーゴ［２００４��３６］）」，すなわち，退職年齢や拠出金の引き上げ，

年金の算定方法の厳格化などを通じた「長期的にみて公的年金制度の財政を

強化する」ような改革に止まった点である。

　むろん，かつてのコロル政権やフランコ政権（１９９２�１９９４），そして第１期カ

ルドーゾ政権の初期において，ブラジルでも経済的自由化が本格的に着手さ

れ，とりわけ経済活動における国家の役割の縮減が強く意識されだしたこと

もあって，「公的年金制度の民営化」の可能性について政界・官界・財界を中

心として活発に議論された（������［２００３���１４３�１４９］）。しかし，各政権の下

で実際に全般的または部分的な民営化案が浮上するたびに，公的年金制度に

由来したコーポラティブな特権（���������	���
����������）に浴する勢力からの
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広範な反対にさらされ，既存の公的年金制度のいかなる民営化の試みも，年

金改革の議論からは当面除外されることが暗黙の了解となっていったのであ

る。

　このような経緯から，第１期カルドーゾ政権後半の年金改革の焦点は，自

ずと，既存の公的年金制度の「部分的改革」へと絞られることとなった。実

際，公務員向けと民間労働者向けの２本立てとなっているブラジルの公的年

金制度をめぐる最大の問題は，前者での受給額と受給資格における優遇措置

に由来した，年金会計の深刻な赤字と，甚大な官民格差（による不公平感）の

２点であった。たとえば，公務員は年金制度への負担義務がほとんどないに

もかかわらず，民間退職者と比較して，平均約８倍にも及ぶ年金収入を享受

していた。しかも，受給資格（年齢）が実際の退職（年齢）とは区別されてい

たために，公務員は賃金と年金（退職時給与の４割掛け）とを同時に得ること

ができた。このような優遇措置により，１９９８年の段階で，年金カバー率がよ

り低いにもかかわらず，公務員年金の出費は民間労働者向け年金の４分の３

に達するとともに，それが年金会計赤字の４分の３以上を占めていたのであ

る。

　しかし，このような公的年金制度の欠陥とその是正の必要性について，政

府内はもちろん社会においても広範なコンセンサスが存在していたにもかか

わらず，いったん公的年金制度の改革が着手されると，かつてその民営化を

くじいたのと同じ要因によって，その部分的な修正さえも非常に困難を伴う

ものとなった。

　それは，第１に，受給要件や算定方法といった年金制度の諸規定が１９８８年

憲法に詳細に記載されていたことから，年金に関するこれらの諸規定を憲法

から切り離す（���������	����
����）ためには，両議院（各２回）の５分の３以

上の賛成による憲法修正手続きが必要不可欠であったこと。にもかかわらず，

第２に，概してブラジルの政党は党議拘束といった政党規律を欠いており，

また，政党システムも断片化していたことから，カルドーゾ大統領（当時）

が，圧倒的多数の連立与党を含む，議会全般に対して非常に弱い影響力しか
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及ぼせなかったこと。また，第３に，公務員労組や退職者団体といった年金

制度既得権者らによる利益集団が，政府の改革案に反対する強力なキャン

ペーンを展開するとともに，議会内の反対派をさまざまな形で支援していた

からであった（������［２００３���１３８�１６４］）。要するに，政党および政党システ

ムの形態，硬性憲法，そして国家コーポラティズム的な職業別かつ特権的な

公的年金制度といったさまざまな制度的要因（���������［２００１��１２�１９］）が，

政策プロセスの随所でさまざまな拒否点（２０）を形成し，それらがカルドーゾ政

権による改革プロセスにおいて阻害要因として作用していたのである。この

ような状況のなか，約５年間にわたる紆余曲折を経て，ようやく１９９９年の年

金制度改革が実施される運びとなるが，実際その頃までには，当初の政府案

において企図されていた重要な改革アジェンダの多くが骨抜きにされ，きわ

めて実効力の乏しい「年金改革」となった（２１）。

　２００３年１月に第１期ルーラ政権が成立してまもなく，カルドーゾ政権下で

着手されたものの不十分に終わっていた年金改革論議が再燃した。ルーラ政

権下でも同じく，公的年金制度の「民営化」ではなく，その「部分的改革」

が既定路線となっており，改正案も前政権の当初案がほぼ踏襲された。しか

し，以下で述べるように歴代政権とは政治状況が大きく異なっていたために，

以前よりは迅速にかつ内容的により踏み込んだかたちでの改革が可能となっ

た。

　もちろん，改革プロセスにおいてルーラ政権も，年金改革草案を協議する

大統領諮問機関����（経済社会発展評議会）での議論の紛糾（���������	
��

�������２５�０３�２００３�０９�０４�２００３），多大な特権を有する軍部や裁判所判事からの

異議申し立て，退職者団体のデモや公務員労働組合（警察，教職員，保健衛生

関係職員など）のストライキといったさまざまな局面で，国家コーポラティズ

ム的な年金制度の既得権者からの度重なる抵抗に直面し，そのつど一定の譲

歩を迫られ，当初の政府案の部分修正を余儀なくされた（������������	
���２００３��

５２�５５）。とくに，「現職公務員の受給資格の厳格化」のみならず，退職公務員

の既得権に踏み込んだ「退職時給与の全額支給（���������	�	�）」や「退職公
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務員からの保険料徴収」という内容は，公務員組合が重要な基盤を構成する

���内だけでなく，ルーラ大統領の選出母体である��の内部にさえ亀裂を生

じさせ，改革に反対する党内急進勢力の追放にまで発展した（�����������

��������２００３��４５�４８）。しかし，すでにみたカルドーゾ政権下での改革プロセス

とは異なり，ルーラ大統領は，まず何よりも両議会での多数派形成に成功し，

さらに，前政権下での改革の試みをことごとく妨害した���の主要部と密接

な関係を築いていたために，これらが改革成就への重要な梃子として作用し

た。すなわち，国家コーポラティズム構造に派生する特権層の抵抗という

バックグラウンドは脈々と引き継がれながらも，カルドーゾからルーラへと

いう政権交代を経た末に大きく変動した拒否点の配置が，年金改革の審議と

交渉のスピードだけでなく，その到達点において大きな相違をもたらしたの

である（２２）。

おわりに

　前節までに概観した内容をふまえた上で，第１節でみたムリージョの議論

や国家コーポラティズムの概念を援用すると，１９９０年代以降のブラジルにお

ける労働法制および社会保障改革（とくに公的年金制度改革）は以下のように

理解することができるであろう。

　まず，１９９５年から１９９８年にかけての第１期カルドーゾ政権下においては，

一定の経済的安定を獲得した「レアル･プラン」の成功を背景とし，大統領令

や暫定規則を駆使しつつ，既存の個別的労働法制に数々の柔軟化措置が導入

された。確かに，第２章で言及したように，これらの改革の比較的スムーズ

な進展の背後には，有力な中央労組のひとつである��がカルドーゾ政権に対

して無条件の支持を与え，改革に拍車をかけたという事実がある。しかし，

そもそも当時の与党����は���ではなく，また，それと��との連携のあり

方もムリージョが想定したものとは大きく異なっていたし，何よりも，改革
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の方向性が規制強化（���������	）ではなく規制緩和（���������	�
）であった

という点は，ここで留意しておかねばならない。

　また，１９９９年から２００２年の第２期カルドーゾ政権では，公的年金制度改革

や集団的労働法制の改革に着手されることとなったが，そのプロセスは，前

政権下での個別的労働法制をめぐるそれとは異なった様相を呈することと

なった。それは，改革の対象とされた諸制度がまさに「国家コーポラティズ

ム」構造の根幹を成すものであったこと，すなわち，それらの制度に手を着

けることが，「公式の組合」だけでなく，経営者組織，行政官僚，裁判官そし

て与党各党の議員をも含んだ国会議員など，さまざまな集団の既得権や組織

的資源を脅かしうることを意味していたからである。むろん，この改革の基

本方針は，それまで国家コーポラティズム構造の転換を掲げてきた新しい労

働運動勢力（���や��）にとって許容しうるものであり，この意味で改革の

断行は不可能ではなかった。しかし，おりしも１９９８年後半から１９９９年にかけ

ての「ブラジル危機」による不況で労働者層が大打撃を受けるなかで，既存

の組合組織や政・労・使関係に大きな転換を及ぼしうる改革はタイミング的

にあまりにもリスクが高く，とりわけ���にとっては野党��との連携が至上

命題であったことから，結局これらの改革は阻止された。このようにして，

カルドーゾ政権の公的年金の改革はきわめて部分的なものに止まり，集団的

労働法制改革に至っては，その審議の途上でことごとく葬り去られたのであ

る。

　２００３年の政権交代を経て発足したルーラ政権は，ブラジル史上最も���と

分類するにふさわしい��が中心となって運営されることとなり，まさに「労

働組合と連携した与党（��）＋有力な中央労組（���）」というムリージョの

枠組みそのものの状況が生じた。確かに，このような���与党（��）と中央

労組（���）との連携は，第４節で言及したように，公的年金制度改革の諸

段階において一定の強みをみせた。しかし，第３節でみたように，肝心の労

働法制改革については，ムリージョの枠組みどおりには進まず，依然として

親労組的（�����������	
�）な改革が実現されないまま現在に至っている（２３）。し
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かも，��による一連の汚職スキャンダルによる���与党政権の支持率低下

（２００５年後半－２００６年前半）という，ムリージョの枠組みからすれば格好の「政

治的不確実性」に，２００６年１０月の大統領選で再選を狙うルーラ大統領（��）

が直面していたにもかかわらずである。

　おそらくこのような当てはまりの悪さは，�現与党が連携する���という

中央労組が，ムリージョの議論で想定される「中央労組」ほどには包括性や

代表性を確保しておらず，しかも，�ブラジルにはこの種の中央労組が複数

存在しており，�ここでもやはり「公式の組合」などの国家コーポラティズ

ム構造に依拠したさまざまな既得権集団が，拒否権プレーヤーとして改革プ

ロセスの随所において試みを阻止してきたからである。さらに，断片化した

多党制システム，議会少数派の大統領，不安定な連立パートナーといった，

ブラジルの民主体制の脆弱な制度枠組みを考慮すると，たとえ断固たる決意

をもった改革者さえも，アド・ホックな支持にもとづいた，政治・経済状況

の安定化といった目先の利害を優先し，根本的な改革が必要不可欠とされな

がらも長い時間を要する目標（いわゆる「構造改革」）を犠牲にすることを強

いられがちとなるのである（��������	�
�����［２００４］）。そして，まさにこの

ようなブラジル的文脈においては，労働法制や公的年金制度といった国家

コーポラティズム構造を支える諸制度の改革こそが，このように先延ばしに

され，短期的な利害の犠牲となる「長期的な目標」なのである（２４）。

〔注〕―――――――――――――――

�　�２００４年／４２７億レアル，２００５年／３７６億レアル，２００６年／４３０億レアル（������

���������	
��２５�０１�２００７）。

�　�ここでいう「社会保障制度」とは，医療･失業･労災･介護などの各種保険お

よび年金からなる「社会保険」や「生活保護」，そして児童福祉や障害者福祉

を含む「社会福祉（社会扶助）」などの総体を指すものとする。

�　�コーポラティズムとは，社会におけるさまざまな利益が，特定の集団によっ

て，国家の政策領域に（排他的に）表出されるようなメカニズムであり，そし

て（もしくは）そのような社会集団が国家の政策決定・執行プロセスに（排他

的に）関与し，一定の役割を担うようなシステムであると定義される。
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�　統合労働法（���）の詳細な内容については，ブラジル政府・労働雇用省

ホームページ（�������������	
�
	��������������	�０３���������	�
���	５４５２����）

を参照。

�　第１期カルドーゾ政権における連邦議会下院の与党支配率平均は７７％，第２

期におけるそれは７６％であった（［��������２４７�２４８］）。

�　一般的にこの「ブラジル・コスト」とは，企業の社会的負担（��������	���
�
�）

など，賃金に上乗せされる間接コストの総体を指しているが，そもそもこの

「社会的負担」に含まれる範囲について労使間で鋭い対立が存在している［小

池１９９９］。たとえば，ブラジル・コスト削減の提唱者であるＪ�パストーレによ

ると，���で規定されているがゆえに，労使間での自由な交渉に委ねられない

企業の費用負担は，社会保険，����（勤続期間保証基金）負担金，教育手当，

労働災害保険，�����（国家工業教育業務負担金），����（国家商業教育業務

負担金）など，賃金のおおよそ３６�３％に昇り，また，有給休暇などの不就労期

間の支払い（週休，休日，休暇手当など）も賃金の３８�２３％に達しているという。

そしてさらにそれ以外の諸経費を含めると，最終的に賃金の１０３�４６％の費用が

正規雇用の賃金に付加されていると主張する（�������［２００５］）。その一方で，

各労働組合センターが協力して運営する調査機関������（労組総連合統計社

会経済調査局）の算定によると，１ヶ月分の賃金に相当するボーナス（いわゆ

る「１３ヶ月目の賃金」）を含む不就労期間の支払いも，退職金に類似する����

も，そもそも給与の一部であるため，実際に「社会的負担」として企業に課さ

れるのは賃金の３０�８％に過ぎないとしている（������［２００１�］）。

�　社会福祉院（����）の負担金は，医療保険，失業保険，老齢年金への拠出金

をひとつに統合した形で制度化されている。����は法人，個人が徴収の対象で

あり，個人の場合，給与に対応して率が決まっており，雇用主（法人）の場合，

一般企業と金融・保険会社で負担率が異なる。なお，２００５年１月現在，会社負

担は支払い給与額の２７�８％，個人負担はたとえば１２５４�３７～２５０８�７２レアルの給与

の場合は１１％。

�　�しかし，組合側（とくに中央労組）内部においては，この措置により，企業

の業績と連動した雇用の変動が抑制されることが期待される一方で，企業単位

での交渉の増加による団体交渉の分散化，労働現場の破壊，繁忙期の労働強化

などが懸念されることから，しだいに慎重論が優勢となっている（�����

［２００６���６�７］）。

�　サンパウロ大学教授��������	
��氏へのインタビュー（２００６年１０月１７日），カ

ンピーナス州立大学教授��������	�
��氏へのインタビュー（２００６年１０月１８日），

サンパウロ大学教授����������	�
�����	�氏へのインタビュー（２００６年１０月２０

日）。

�　ラテンアメリカで「組合（���������）」といえば労働組合を指すのが一般的
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であるが，ブラジルの場合，労働組合とパラレルに，経営者側も産業別・地域

別に組合（���������）を結成しており，それらが団体交渉におけるもう一方の

主体となる。したがってブラジルの経営者組織（����������	
��������）には，

統合労働法といった集団的労働法制の規定に服する上記の「経営者組合」と，

そのような法制度の外部にある「経営者団体（������������	
����	�）」とが並存

していることになる。

�　労働組合の場合は「職業カテゴリー別かつ地域別」に結成されねばならない。

�　組合税とは，企業であればその社会的資本（������������	��）の１％に当たる

額を，労働者であれば組合への加入・非加入を問わずその年間給与の１日分に

相当する額を，それぞれ国家に対して義務的に納めねばならない制度である。

このようにいったん徴収された資金は，下位組合（���������	�
	���
�����

�����）に６０％，州レベルの上位組合組織（���������）に１５％，国レベルでの

最上位組合組織（���������	
�）に５％といった割合で，労働雇用省から配分

される。そして残りの２０％は失業保険を賄うべく労働者保護基金（���＝

����������	
�����������������）に充てられる。また，この組合税のほかに，

ブラジルにおける組合の財源は，いわゆる組合費（�����������	���
������）

や，組合員が任意で納め，実質的な活動資金となる活動負担金（���������	
��

������������），そして，同じく任意で納める上位組織への上納金（���������	
��

���������	
��）などがある（�����［２００６���１３］）。

�　注（６）で言及した，労働者を正式雇用する際に雇用者から国家に納付される

�����や����（総称��システム�）は，労働者の職業訓練制度の運営を目的とし

て経営者組合へと分配される。

�　ソウナッセンテ経済研究所所長�赤木数成氏へのインタビュー（２００６年１０月２２

日）。

�　表１０でいえば，中央労組に加盟していない「非加盟労組」の大半が，ここで

いう国家コーポラティズム構造における「公式の組合」を構成していると考え

られる。

�　ここでの記述の多くは海外労働時報［２００３］に依拠している。

�　���は失業保険だけでなく，経済開発資金融資，さらには憲法で保障された

ボーナスの財源としても使われる。なお，この基金の運営は，労働者，経営者，

政府の代表から構成される労働者保護基金審議委員会（�������）が担い，

またその主要財源は，組合税のほかに，正式雇用に伴う����（社会福祉院）へ

の負担金，社会統合計画および公務員資産形成計画（����������１９７０年制定，

１９７５年統合，１９９８年改正現行法）である。

�　ブラジル労働雇用省ホームページ（�������������	�
������	
��	�	����

�����������	
���，２００６年５月２６日閲覧）。

�　独立行政法人労働政策研究・研修機構ホームページ（������������	
�������，
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２００６年５月２３日閲覧）。

�　「拒否点」とはいわゆる拒否権プレーヤーが活動しうる局面を指し，ここで

拒否権プレーヤーとは，政策転換をもたらすためにその同意が必要とされるよ

うな個人または集合的アクターである（���������［２００１��１２］）。

�　カルドーゾ政権による公的年金改革の成果は，�公務員の年金受給開始年齢

の確定（男性６０歳以上，女性５５歳以上），�早期退職要件を「年金制度への加

入期間（男性３５年，女性３０年）」から「保険料の納入期間（男性３５年，女性３０

年）」へと変更したことである。なお，この改革の詳細については���������

［２００１］，子安［２００１］，������［２００３�］，������［２００４］などを参照のこと。

�　また，ルーラ政権による公的年金改革の成果は，�現行制度下における現職

公務員の受給資格の厳格化，�退職公務員からの保険料の徴収，そして�新規

公務員と民間労働者との受給格差の是正である。なお，この改革の詳細につい

ては������［２００４］，浜口・近田［２００４��３４�３５］，およびアジア経済研究所ホー

ム ペ ー ジ（������������	
�����������
�
��
�
�����������	
�
�����������

����）を参照のこと。また，異論の余地はおおいにあるとはいえ，客観的にみ

ればこのような公務員年金の受給資格の厳格化とは，公務員に対する社会保障

制度の下方修正にほかならず，すでにみた年金改革の理由（官民格差の是正と

年金会計赤字の削減）も加味すると，このような措置は，少なくとも近年にお

ける公務員の労働条件の悪化とそのマイナス影響に対応したものではないと

いえるであろう。

�　第３節でみたとおり，ブラジルの集団的労働法制を考える上でのポイントは，

たとえ同じ「親労組的な労働法制改革」といえども，旧構造に依拠する「公式

の組合」にとっての「親労組的改革」と，���などの「新しい労働勢力」に

とってのそれとは，意味するものが大きく異なるという点である。すなわち，

前者の勢力にとっては既存の法則に手を加えず堅持することが結果的に「親労

組的」となるが，後者の勢力にとっては，既存の法制を自らに有利となりよう

に転換することが「親労組的」な改革なのである。したがって，本文で言及し

た第１期ルーラ政権下で成就されなかった集団的労働法制改革とは，後者の意

味での「親労組的な改革」，すなわち，���である��と連携する主要中央労組

���にとって「親労組的」なそれであった。

�　２００７年２月時点における第２期ルーラ政権においては，上下両院の議長職と，

５１２議席中３２１議席（法案成立用件は過半数による承認）を連立与党議員が占め

ており，新政権が法案を審議し可決する際に有利な状況となっている（���������

���������	
��０２�０２�２００７）。
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